
様式１ 

 

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間 

 

処 分 の 名 称 放課後児童クラブの入室決定 

根拠条例･規則等名 さいたま市放課後児童クラブ条例 

条 項 第 7条 

所 管 部 課 各区役所健康福祉部支援課 

審

査

基

準 

基 準 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

 

別添「放課後児童クラブ入室審査選考基準表」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定等年月日 平成１９年４月１日設定 平成２７年４月１日最終改正 

標

準

処

理

期

間 

期 間 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

未設定 

 

（各事案において審査項目が多岐にわたり、審査等に時間

を要するため、一律に標準処理期間を設定することが困難

である） 

 

 

設定等年月日 平成  年 月 日設定 平成  年 月 日最終改正 

備 考  

 

 

 

 

 

 

 



 

放課後児童クラブ入室審査選考基準表 

 基本指数（勤務終了時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 
指   数 

週 5日～ 週 4日 週 3日 

① 就 労 

居宅外 

外 勤       

（自営外勤含

む） 

18：30 ～ 16 15 14 

18：00 ～ 18：29 15 14 13 

17：30 ～ 17：59 14 13 12 

17：00 ～ 17：29 13 12 11 

16：30 ～ 16：59 12 11 10 

16：00 ～ 16：29 11 10 ９ 

15：30 ～ 15：59 10 ９ ８ 

15：00 ～ 15：29 ９ ８ ７ 

14：30 ～ 14：59 ８ ７ ６ 

居宅内 
自営内勤 

18：30 ～ 14 13 12 

18：00 ～ 18：29 13 12 11 

17：30 ～ 17：59 12 11 10 

17：00 ～ 17：29 11 10 ９ 

16：30 ～ 16：59 10 ９ ８ 

16：00 ～ 16：29 ９ ８ ７ 

15：30 ～ 15：59 ８ ７ ６ 

15：00 ～ 15：29 ７ ６ ５ 

14：30 ～ 14：59 ６ ５ ４ 

内  職 ３ 



 

 

 

 

 

 

 

区   分 
指   数 

週5日以上 週 4日 週 3日 

② 就学又は技能訓練 

18：30 ～ 16 15 14 

18：00 ～ 18：29 15 14 13 

17：30 ～ 17：59 14 13 12 

17：00 ～ 17：29 13 12 11 

16：30 ～ 16：59 12 11 10 

16：00 ～ 16：29 11 10 ９ 

15：30 ～ 15：59 10 ９ ８ 

15：00 ～ 15：29 ９ ８ ７ 

14：30 ～ 14：59 ８ ７ ６ 

③ 求職 （２か月を限度とする） 

求職のため、日中外出を常態としている場合 １ 

育児できない状況が 14時 30分に満たない、又は

週３日未満が常態の場合 
２ 

④ 疾病等 

出産 12 

病気 

入院（出産含む） 20 

居宅内 

常時臥床 20 

精神性疾患 20 

一般療養 12 

障害 

障害手帳１、２級又は療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ 20 

障害手帳３級又は療育手帳Ｃ 14 

介護 ・看護 

病院等の居宅外での介護及び看護を常態とする場

合 
16 

居宅内での介護及び看護を常態とする場合 12 

⑥ 災害 
震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあた

っている場合 
20 

⑦ その他 
前各号の他、特に児童の育成支援の必要があると

認められる場合 
30 

⑧ 入室を必要とする理由を証する書類の提出がない場合 ※調整指数１・２・３は加算しない。 ０ 



 

調整指数１ 

 

区   分 指 数 

就  労 

 

 

就学又は技能訓練 

拘 束 時 間 数 

８時間以上 ３ 

６時間以上 

８時間未満 
２ 

４時間以上 

６時間未満 
１ 

 

 

 

調整指数２ 

 

区   分 指 数  

世帯等 
常時在宅の親族 

 65歳未満 -６ 

 65歳以上 -３ 

 一人保護者（父母） ５ 

児童の学年 

 小学 １年生 ９ 

小学 ２年生 ７ 

小学 ３年生 ５ 

 小学 ４年生 ２ 

 

 

 

調整指数３ 

 

区   分 指 数  

就労及び就学 通勤・通学時間 
40分以上 １ 

1時間 10分以上 ２ 

※ 同順位の特記事項 

  

  

 ※ 基本指数①～⑥ ＋ 調整指数１ ＋ 調整

指数２ ＋ 調整指数３ 
点数合計   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

同順位内における優先順位の決定基準 

 

 １  低学年 

 ２  一人保護者 

３  常時在宅の親族無し 

 ４  指数合計 災害 

 ５  指数合計 出産・病気等 

 ６  指数合計 単身赴任 

 ７  指数合計 就労、就学  外勤週５日以上  分刻みの時間 

 ８  指数合計 就労、就学  外勤週４日    分刻みの時間 

 ９  指数合計 就労、就学  外勤週３日    分刻みの時間 

 10  指数合計 就労、就学  内勤週５日以上  分刻みの時間 

 11  指数合計 就労、就学  内勤週４日    分刻みの時間 

 12  指数合計 就労、就学  内勤週３日    分刻みの時間 

 13  指数合計 採用予定 

 14  指数合計 内職 

 15  指数合計 求職 

16  就学前児童有り 

17  前年度の市区町村民税の所得割額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


